
 

      

                          

        

       

                                       

                                              

                                              
 

                                      
 

        

新聞都教組（号外）   ２０２０年１１月１３日（金） 

全教職員配布 

職場討議資料 

○一時金改定 … 一時金 0.10月（再任用 0.05月）引き下げ（勧告どおり） 

○旅費制度見直し…旅行雑費を廃止し、交通費相当分を実費支給、近接地外（島しょ等）の赴任に

ついては除外、公務に係る通話料金等については、必要な措置を講ずる 

○会計年度任用職員…１日の勤務が４時間以下の職員も、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の

時間単位取得が可能に 

○介護休暇等の要介護者の範囲拡大…対象となる要介護者の範囲を「配偶者若しくは二親等内の親

族又は同一世帯に属する者」に拡大、同性パートナーも含む 

へ拡大  

 

 2020秋季年末闘争 現時点のおもな到達点  
 

◆ 一時金（一時金引き下げは 12 月の一時金から実施） 

 ・一時金 0.10 月分引き下げ（年間 4.55 月） 

再任用職員も 0.05 月分引き下げ（年間 2.40 月） 

引き下げ分は期末手当で実施 

⇒会計年度任用職員の期末手当は年間 2.5 月に 

◆旅費雑費の見直し（1 月 1 日実施→4 月１日実施に）  

 ・近接地外（島しょ等）の赴任を除き、旅行雑費の

定額支給を廃止 

 ・交通費相当分については実費額を支給 

 ・旅行中の公務に係る通話料金等については必要な

措置を講ずる 

◆介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直し 

(2021 年 1 月 1 日実施） 

 ・介護休暇、短期の介護休暇、介護時間等の対象と

なる要介護者の範囲を「配偶者もしくは二親等内

の親族又は同一の世帯に属する者」に拡大、同性

パートナーも含む 

◆会計年度任用職員の子どもの看護休暇及び短期の介 

護休暇の見直し 

 ・勤務時間が１日４時間以下の会計年度任用職員に

子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の時間取得

が可能に 

◆慶弔休暇（結婚休暇）、長期勤続休暇の特例措置 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、

始期、取得可能期間を 2021 年 12 月 31 日までに

延長  

◆インフルエンザ予防接種利用助成の拡充 

 ・最大３万人→最大４万人に 

◆人事給与制度など、諸要求については、人事委員会 

勧告全体を踏まえる必要があり、引き続き協議 

 

２
０
２
０
秋
季
年
末
闘
争
で
都
教
組
は
、
都
労
連
に

結
集
し
、
不
当
勧
告
の
押
し
つ
け
を
許
さ
ず
、
す
べ
て

の
職
員
の
大
幅
賃
上
げ
、
福
祉
関
連
制
度
の
前
進
、
職

場
環
境
の
改
善
な
ど
を
求
め
、
コ
ロ
ナ
禍
で
と
り
く
み

が
制
限
さ
れ
る
中
、
署
名
、
要
請
、
集
会
、
宣
伝
に
と

り
く
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
職
場
の
切
実
な
要
求
実

現
に
む
け
、
あ
く
ま
で
労
使
に
よ
る
自
主
決
着
を
め
ざ

し
、
た
た
か
い
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
間
、
都
側
か
ら
の
提
案
で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
つ
い

て
」「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
単
位
の
子
ど
も
の
看

護
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
の
見
直
し
に
つ
い
て
」

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
慶
弔
休
暇

（
結
婚
休
暇
）
の
特
例
に
つ
い
て
」
の
３
つ
に
つ
い
て

は
、
都
労
連
要
求
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
要
求
の
前

進
で
あ
る
こ
と
か
ら
都
労
連
と
し
て
了
解
し
ま
し
た
。

ま
た
、「
旅
費
制
度
の
見
直
し
」
に
つ
い
て
、
事
務
処
理

の
煩
雑
さ
を
解
消
す
る
た
め
と
し
、
旅
行
雑
費
を
廃
止

し
、
交
通
費
の
実
費
支
給
に
変
え
る
と
い
う
提
案
を
行

い
ま
し
た
。
都
労
連
は
、
旅
行
中
の
通
信
費
等
の
費
用 

を
職
員
負
担
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
提
案
の

撤
回
と
再
検
討
を
求
め
ま
し
た
。
都
側
は
自
ら
の
提
案
内

容
に
固
執
し
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
態
度
を
続
け
ま
し
た
。 

都
側
は
、
回
答
指
定
日
（
12
日
）
に
な
っ
て
も
、
自

ら
の
提
案
に
固
執
し
交
渉
に
も
応
じ
ず
、
緊
迫
し
た
状
態

が
続
き
ま
し
た
。
都
労
連
は
、
都
側
の
態
度
を
厳
し
く
追

及
す
る
と
と
も
に
、あ
く
ま
で
も
労
使
協
議
を
尽
く
し
都

労
連
要
求
に
応
え
る
こ
と
を
、重
ね
て
都
側
に
迫
り
ま
し

た
。
そ
し
て
第
２
波
総
決
起
集
会
を
大
き
く
成
功
さ
せ
、

都
労
連
６
単
組
で
最
後
ま
で
た
た
か
う
決
意
を
固
め
ま

し
た
。
そ
の
後
、
都
労
連
は
、
断
続
的
に
折
衝
を
行
い
、

13
日
午
前
０
時
50
分
か
ら
の
団
体
交
渉
で
、
都
側
の
最

終
回
答
を
受
け
ま
し
た
。 

 

最
終
回
答
は
、
現
場
の
声
に
十
分
応
え
る
こ
と
が
で
き 

な
い
厳
し
い
内
容
で
す
が
、
旅
費
制
度
見
直
し
に
固
執
す 

る
都
側
を
押
し
と
ど
め
、会
計
年
度
任
用
職
員
の
処
遇
の 

改
善
な
ど
一
定
の
到
達
点
を
得
た
こ
と
を
も
っ
て
、
都
労 

連
は
妥
結
を
判
断
、
単
組
代
表
者
会
議
を
開
き
、
統
一
行 

動
の
中
止
を
決
定
し
ま
し
た
。
都
労
連
の
判
断
を
受
け
、 

都
教
組
執
行
委
員
会
は
、
妥
結
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

こ
の
号
外
は
、
都
教
組
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

「
組
合
員
ペ
ー
ジ
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す 

都
労
連
第
２
波
総
決
起
集
会 

 
 
 
 

 

（
１１
月
12
日
） 

都
教
組
は
、
引
き
続
き
、
子
ど
も 

と
教
育
、
平
和
を
守
り
、
教
職
員
が

安
心
し
て
教
育
に
打
ち
込
め
る
賃

金
・
労
働
条
件
の
改
善
に
向
け
、
残

さ
れ
た
課
題
解
決
と
要
求
実
現
の
た

め
、
全
力
で
奮
闘
す
る
決
意
で
す
。 

た
た
か
い
は 

第
２
の
ス
テ
ー
ジ
へ 

こ
の
後
、
都
人
事
委
員
会
は
、
例

月
給
や
人
事
給
与
制
度
等
に
つ
い
て

の
勧
告
・
報
告
を
行
い
、
２
０
２
０

年
秋
季
年
末
闘
争
は
第
２
ス
テ
ー
ジ

へ
突
入
し
ま
す
。「
１
年
単
位
の
変
形

労
働
時
間
制
」
導
入
阻
止
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
根
絶
の
と
り
く
み
等
の
た
た

か
い
は
今
後
へ
続
き
ま
す
。
都
教
組

は
19
日
に
都
障
教
組
と
と
も
に
都

人
事
委
員
会
要
請
を
行
い
、
都
労
連

に
結
集
し
労
使
交
渉
で
諸
要
求
実
現

を
め
ざ
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

都
教
組
の
組
合
・
共
済
に
多
く
の
仲

間
を
む
か
え
、
職
場
か
ら
の
た
た
か

い
を
強
め
ま
し
ょ
う
。 

   


